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EA1-01                          

 

□  認証・登録対象範囲：全組織・全活動を対象とする 

（下記の事業所の概要に示す。） 
 

 

□ 事業所の概要 
 

（１）事業者名及び代表者名 

 

株式会社 谷 下 組 

代表取締役 谷下 文章 

 

（２）所在地 

 

本社： 徳島県那賀郡那賀町小浜３２４番地２ 

倉庫： 徳島県那賀郡那賀町小浜字石休場３５１番地６ 

 

（３）環境保全関係の責任者及び担当者連絡先 

 

環境管理責任者 ： 丸山 泰 秀   

 

環境管理事務局 ： 谷下 美惠子   

 

        連絡先  TEL 0884-66-0201   FAX 0884-66-0925 

 

（４）事業の概要 

 

建 設 業  （土木工事業、とび・土工工事業）  

                  

許可番号  徳島県知事許可（特-2）第 971号 

許可期間  令和 3年 3月 9日から令和 8年 3月 8日 

 

 

        産業廃棄物収集運搬処理業者 

          

許可番号  徳島県知事許可  3600143096 

        許可期間  平成 30年 6月 18日から令和 5年 6月 5日(申請中) 

    

今期（令和 3 年 6月 1日～令和 4年 5月 31日）において 

    下請け業として産業廃棄物収集運搬処理の実績は無かった    

    従って、この業についてはＥＡ２１の対象範囲外である 

 

（５）事業の規模 

 

完成工事高      432,637千円 （令和４年 5月決算） 

 

従業員数       22名 

  

本社建物延べ床面積  1033.5㎡ 

 

         倉 庫 面 積      302.0㎡ 



環 境 経 営 方 針 

 

 

基本理念 

 

 

     株式会社 谷下組は、次世代へのよりよい自然環境を継承するため、人類 

    共通の課題の一つである環境負荷低減を目指し、自社全組織を挙げて努力す 

    るものとする。 

 

 

方  針 

 

・当社は事業活動に於ける環境への影響を深く認識し、環境負荷低減に向け 

全社一丸となり積極的に実践する。 

 

   ・当社は事業活動に於ける環境関連の法令及び条例等を遵守する。 

 

      ・当社は事業活動に於いて以下の項目を管理重点テーマとして取り組む。 

 

 

            １．二酸化炭素排出量の削減（電力使用量、軽油、ｶﾞｿﾘﾝ等石油系 

        燃料使用量の削減） 

 

      ２．水資源使用量の削減 

 

      ３．廃棄物の削減及びリサイクルの推進 

 

４．事務用紙使用量の削減 

 

５．事務所及び現場周辺の清掃等社会貢献活動 

 

            ６．環境に配慮した製品・サービスの提供並びに施工 

 

       

 

             
   ・上記の環境負荷低減活動及び社会貢献活動を全従業員に周知すると共に 

    活動意識の向上に努める。 

 

 

                                           改定日 平成２８年 ７ 月２７日  

 

株式会社 谷 下 組 

 

                                        代表取締役  谷 下 文 章 
 

 

 

                        



EA7-01（環境実施体制の構築）         

      株式会社 谷下組環境経営システム組織図 作成日 28.7.28  作成者 谷下美惠子 

 
 

役 割・責 任・権 限 

 
 
 
代 表 者 

 

・環境経営に関する統括責任 
・環境経営システムの実施及び管理に必要な、人、設備、費用、時間技能

技術者を用意 
・環境管理責任者を任命 
・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知 
・環境経営目標の設定を承認 
・経営に於ける課題とチャンスの明確化 
・代表者による全体の評価と見直しを実施 

 
EA21 推進会議 
 

・環境経営目標、環境経営方針の見直しの検討
・環境経営目標、環境経営計画を過去と対比、並びに次年度の経営計画、
環境経営目標を策定 

・環境活動において、各々のコンプライアンスのチェック体制を確立。 
 
環境管理責任者 

・環境経営システムを構築し、実施し、管理する
・法規制等の要求事項登録簿を承認、遵守チェックを行う 
・環境経営計画書を承認 
・環境活動の取組結果を代表者へ報告 

 
 
環境事務局 

・環境管理責任者、ＥＡ２１推進会議の事務局 
・環境への負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施 
・「環境関連法規等チェックリスト」の作成、及び遵守チェックを行う 
・環境経営目標・環境経営計画書原案の作成 
・環境経営計画の実績集計 
・環境関連の外部コミュニケーションの窓口 

 
 
 
部 門 長 

・自部門における環境経営システムの実施 
・自部門における環境経営方針の周知 
・自部門の従業員に対する教育訓練の実施 
・自部門に関連する環境経営目標、及び環境経営の実施、達成状況の報告
・特定された項目の手順書作成及び運用管理 
・自部門の特定された緊急事態への対応のための手順書作成、テスト・訓

練・記録 
・自部門の問題点の発見、是正、予防処置 

全従業員 ・環境経営方針を理解と環境への取組の重要性を自覚 
・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加 

代表者 
谷下 文章 

環境管理責任者 
   丸山 泰秀 

環境事務局 
   谷下 美惠子 

現場部門 

  武岡 主訓 

事務部門 

  谷下 美惠子 

倉庫管理部門 

武岡 主訓 

ＥＡ２１推進会議 



EA6-01　EA13-01 作成日：令和3年6月1日

□環境経営目標（中長期目標） 作成者：丸山泰秀

＜事務所＞

　二酸化炭素排出量(kg-CO2)

電力使用量 (kWh/年)

燃　　　料 (L/年)

廃棄物

一般廃棄物再資源化率（％）

事務用紙の削減 (ｔ/年）

水使用量（排水量 ｍ3）

＜現　場＞

　二酸化炭素排出量(kg-CO2)

電力使用量 (kWh/年)

燃　　　料 (L/年)

廃棄物

産業廃棄物再資源化率（％）

建設発生土有効利用率（％）

環境に配慮した製品・サービス

の提供並びに施工（件）　　

＊

＊電力使用量のC02換算係数は、四国電力の平成30年度実績である調整後排出係数0.528kg-C02/kＷhを用いた。

＊燃料使用量にLPガスは含まれていない。

＊現場での水資源は湧水等なので数値の設定は困難につき設定はしていない。

＊化学物質の使用量ついては、使用の実態がないため目標を設定していない。

□環境経営目標とその実績　　　(運用期間：令和3年6月～令和4年5月）

ﾁｪｯｸ日：令和4年7月12日

ﾁｪｯｸ者：丸山泰秀

＜事務所＞

　二酸化炭素排出量(kg-CO2)

電力使用量 ( kWh )

燃　　　料 ( L )

廃棄物

一般廃棄物再資源化率（％）

事務用紙の削減 (ｔ）

水使用量（排水量 ｍ3）

＜現　場＞

　二酸化炭素排出量(kg-CO2)

電力使用量 ( kWh )

燃　　　料 ( L )

廃棄物

産業廃棄物再資源化率（％）

建設発生土有効利用率（％）

環境に配慮した製品・サービス

の提供並びに施工（件）　　

＊燃料使用量に含まれていないLPガスの二酸化炭素排出量の実績：31kg-CO2（事務所）
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100100

5
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目標値は令和２年度の実績を基準値とし,原則各年度1%削減(前年度に対して)とする。ただし、一般廃棄物の再資
源化率は各年度1％増(前年度に対して)、廃棄物の再資源化率、建設発生土有効利用率、環境配慮施工等、社会貢
献活動は基準値維持とする。
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現場周辺の清掃等社会貢献(回/年)

5
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3
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□環境経営目標（運用期間）に対する実績の評価及び次年度への取り組み

事務所 基準値を変更したが電力使用量等 環境活動を継続する
エネルギー使用量の減少により
CO2排出量も減少

現　場 受注高の増加に伴い燃料使用量も 環境活動を継続する
増加。
CO2排出量も増加

事務所 常時使用する室内灯を全てLEDに 環境活動を継続する
交換し、又残業時間の減少もあり 照明は順次LED照明に換えていく
目標値達成となった

現　場 受注高は前期より増加したが、 環境活動を継続する
現場箇所の減少、及び工事内容に
より、電力消費が減少

事務所 目標値達成 エコドライブ10の励行
ハイブリッド車導入の効果が大

現　場 目標値の達成率は84%である 受注高により使用量の推移があるが
受注工事の増加に起因する 過積載の防止等従来の活動を継続する

事務所 前年度に大量購入したので今期の ミスプリントの削減、リサイクル用紙の
購入量が少量となった 活用等の活動は継続しつつ、役所及び
又、電子媒体での書類作成並びに 他業者に於いても電子媒体を利用し
書類提出等により使用量が減少 用紙の削減に努める

事務所 現場への供給が減少したので 活動を継続、節水に努める
使用量も減少した

事務所 一廃再資源化率は目標値未達成 可燃ごみは紙類が大部分を占めるので
廃棄前の分別を徹底する

現　場 産廃再資源化率は目標値達成 産業廃棄物については従来の取組を
建設発生土有効利用率も達成 継続していく

現　場 低騒音・低振動型建設機械の 活動を継続
使用、植生等を行う法面工事

並びに施工 残存型枠を使用し、環境に
配慮した施工を行っている。

現場周辺の清掃等 現　場 ロードアドプト活動 活動を継続
社会貢献活動 受注工事内での社会貢献活動

総　　括
・ 事務所の二酸化炭素削減の目標値は達成できたが、受注高の増加等により現場の目標値は未達成である
・ 事務室の照明をLEDに交換したが、結果は良好である
・ 現場の燃料使用量の削減等に於いては、工事量の増減により左右されるが、環境経営計画に基づき継続していく

再資源化される紙類の排出量の減少
による

二酸化炭素排出量

廃 棄 物

（現場分
を含む）

事務用紙の削減

水 使 用 量

次年度への取り組み

環境に配慮した製品

及びサービスの提供

本年度実績への評価環境経営目標

電 力 使 用 量

燃 料 使 用 量



EA6-02, EA13-02

令和３年度(R03/6.1～R04/5.31)環境経営計画書（事務所）

様式作成者・ﾁｪｯｸ担当者： 丸　山　泰　秀　

実施ﾁｪｯｸ　9月 12月 3月 6月

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 9 12 3 6 年間

エコドライブ10の励行 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

マイボトル携帯の励行 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

夏期、冬期の温度設定の確認
(夏季：28度、冬季：20度)

照明機器、ｸｰﾗｰ、窓の掃除を年２回する ◎ ◎ ◎

休憩時間は事務所の消灯を実施する ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

夜間、休日はﾌﾟﾘﾝﾀｰ、PC等主電源を切る ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

コピー機による出力回数の削減 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

こまめに蛇口をしめる ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

毎月のメーターの確認 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

裏紙利用の励行 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 取組は全て十分実施。　　

ミスプリント削減、両面印刷の励行 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ このほか、ペーパーレス化継続中

④ 廃棄物排出量の削減 ３Ｒの徹底 谷下 ○ ○ ○ ○ ○ 可燃ごみ、分別の徹底が必要

⑤ 事務所周辺の清掃等社会社内の5S活動を推進する　 ○ ○ ○ ○ ○ 5S活動の徹底が必要

貢献活動 会社周辺及び近辺の清掃美化活動を

推進する

 ＊ 3R（Reduce 減量、Reuce 再使用、Recycle 再利用）
 ＊ 5S（整理、整頓、清潔、清掃、躾） 達成状況 ◎ 十分できている
 ＊ ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ10　 ○ ほぼできている
   ｅｽﾀｰﾄ、加減速の少ない運転、早めのｱｸｾﾙｵﾌ、ｴｱｺﾝの使用を控えめ △ まだ不十分である
 　ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ、適切な暖気運転、空気圧のﾁｪｯｸ、違法駐車の禁止 × できていない
  不要な荷物は積まない、道路交通情報の活用、

EA6-02, EA13-02

令和3年度(R03/6.1～R04/5.31)環境経営計画書（現場）

様式作成者・ﾁｪｯｸ担当者： 丸　山　泰　秀　

実施ﾁｪｯｸ　9月 12月 3月 6月

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 9 12 3 6

ダンプトラック等の過積載防止 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

エコドライブ１０の確認 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

現場への乗合わせ、資材運搬の段取り ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

現場事務所の電源オン・オフの徹底 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ソーラー仕様機器の優先使用 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

環境に配慮した製品・ 現場単位の環境に配慮した施工 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

サービスの提供並びに施工環境に配慮した重機等の使用 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

３Ｒの徹底 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

マニフェストの徹底管理 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

現場周辺の清掃等 現場近辺の清掃美化活動を推進する

社会貢献活動

 ＊ 現場での水資源使用は、極めて限定的なので割愛する 実施状況 ◎ 十分できている
○ ほぼできている

 ＊ 3R（Reduce 減量、Reuce 再使用、Recycle 再利用） △ まだ不十分である
× できていない

 ＊ ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ10　
   　　　 ｅｽﾀｰﾄ、加減速の少ない運転、早めのｱｸｾﾙｵﾌ、ｴｱｺﾝの使用を控えめ
 　　　 　ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ、適切な暖気運転、空気圧のﾁｪｯｸ、違法駐車の禁止
  　　　 不要な荷物は積まない、道路交通情報の活用、

具体的項目
担
当
者

◎ ◎◎

③ 事務用紙使用量の削減

電力使用量の削減

燃料使用量の削減

◎

取組は全て十分実施。　　

取組は全て十分実施。

谷下

谷下

谷下
◎

重点ﾃｰﾏ

② 上水使用量の削減 谷下

◎

①
二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
削
減

谷下

令和 3 年 6 月 1 日

ｽｹｼﾞｭｰﾙ 実施状況

令和 4 年 5 月26 日

作 成 日

チェック日

◎◎◎

評価　・　指示

取組は全て十分実施。
なお、ハイブリッド車導入に因る燃
料減少の効果も。

取組は全て十分実施。
なお、事務所照明のＬＥＤへの転
換、及び残業時間の減少等により実
績値が減少。順次他室もＬＥＤ照明
に転換し、活動は継続する

◎

作 成 日 令和 3 年 6 月 1 日

チェック日 令和 4 年 5 月28 日

重点ﾃｰﾏ 具体的項目
担
当
者

ｽｹｼﾞｭｰﾙ 達成状況
年間 評価　・　指示

①
二
酸
化
炭
素
排

出
量
の
削
減

燃料使用量の削減

武岡

取組は全て十分実施。

電力使用量の削減 取組は全て十分実施

② 武岡 取組は全て十分実施

③ 産業廃棄物排出量の削減 武岡 取組は全て十分実施

◎ 取組は十分実施④ 武岡 ◎ ◎ ◎ ◎



EA6-02, EA13-02

令和4年度(R04/6.1～R05/5.31)環境経営計画書（事務所）

様式作成者・ﾁｪｯｸ担当者： 丸　山　泰　秀　

実施ﾁｪｯｸ　9月 12月 3月 6月

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 9 12 3 6 年間

エコドライブ10の励行 　 　 　

マイボトル携帯の励行 　 　 　

夏期、冬期の温度設定の確認
(夏季：28度、冬季：20度)

照明機器、ｸｰﾗｰ、窓の掃除を年２回する 　 　 　

休憩時間は事務所の消灯を実施する 　 　 　

夜間、休日はﾌﾟﾘﾝﾀｰ、PC等主電源を切る 　 　 　

コピー機による出力回数の削減 　 　 　

こまめに蛇口をしめる 　 　 　

毎月のメーターの確認 　 　 　

裏紙利用の励行 　 　 　

ミスプリント削減、両面印刷の励行 　 　 　

④ 廃棄物排出量の削減 ３Ｒの徹底 谷下 　 　 　

⑤ 事務所周辺の清掃等社会 社内の5S活動を推進する　 　 　 　

貢献活動 会社周辺及び近辺の清掃美化活動を

推進する

 ＊ 3R（Reduce 減量、Reuce 再使用、Recycle 再利用）
 ＊ 5S（整理、整頓、清潔、清掃、躾） 実施状況 ◎ 十分できている
 ＊ ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ10　 ○ ほぼできている
   ｅｽﾀｰﾄ、加減速の少ない運転、早めのｱｸｾﾙｵﾌ、ｴｱｺﾝの使用を控えめ △ まだ不十分である
 　ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ、適切な暖気運転、空気圧のﾁｪｯｸ、違法駐車の禁止 × できていない
  不要な荷物は積まない、道路交通情報の活用、

EA6-02, EA13-02

令和4年度(R04/6.1～R05/5.31)環境経営計画書（現場）

様式作成者・ﾁｪｯｸ担当者： 丸　山　泰　秀　

実施ﾁｪｯｸ　9月 12月 3月 6月

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 9 12 3 6

ダンプトラック等の過積載防止 　 　 　

エコドライブ１０の確認 　 　 　

現場への乗合わせ、資材運搬の段取り 　 　 　

現場事務所の電源オン・オフの徹底 　 　 　

ソーラー仕様機器の優先使用 　 　 　

環境に配慮した製品・ 現場単位の環境に配慮した施工 　 　 　

サービスの提供並びに施工環境に配慮した重機等の使用 　 　 　

３Ｒの徹底 　 　 　

マニフェストの徹底管理 　 　 　

現場周辺の清掃等 現場近辺の清掃美化活動を推進する

社会貢献活動

 ＊ 現場での水資源使用は、極めて限定的なので割愛する 実施状況 ◎ 十分できている
○ ほぼできている

 ＊ 3R（Reduce 減量、Reuce 再使用、Recycle 再利用） △ まだ不十分である
× できていない

 ＊ ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ10　
   　　　 ｅｽﾀｰﾄ、加減速の少ない運転、早めのｱｸｾﾙｵﾌ、ｴｱｺﾝの使用を控えめ
 　　　 　ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ、適切な暖気運転、空気圧のﾁｪｯｸ、違法駐車の禁止
  　　　 不要な荷物は積まない、道路交通情報の活用、

谷下
　 　 　

② 上水使用量の削減 谷下

③ 事務用紙使用量の削減 谷下

評価　・　指示

①
二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
削
減

燃料使用量の削減 谷下

電力使用量の削減 谷下

　 　　　

作 成 日 令和 4 年 6 月 1日

チェック日

重点ﾃｰﾏ 具体的項目
担
当
者

ｽｹｼﾞｭｰﾙ 実施状況

作 成 日 令和 4 年 6 月 1日

チェック日

重点ﾃｰﾏ 具体的項目
担
当
者

ｽｹｼﾞｭｰﾙ 達成状況
年間 評価　・　指示

①
二
酸
化
炭
素
排

出
量
の
削
減

燃料使用量の削減

武岡

電力使用量の削減

② 武岡

③ 産業廃棄物排出量の削減 武岡

④ 武岡 　 　 　



□環境関連法規制等の順守状況の確認、並びに違反・訴訟等の確認 

  

法的義務等を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。 

適用される法規制 適用される施設等 遵守評価 

 

環境基本法 

 

 

事務所・現場 

 

 

○ 

 

グリーン購入法 

 

 

  事務所・現場 

 

 

○ 

 

 

廃棄物処理法 

 

 

   事務所・現場 

 

○ 

 

 

特定家庭用機器再商品化法 

 

 

   事務所 

 

 

○ 

 

  

 建設リサイクル法 

 

   現場 

 

 

○ 

 

騒音規制法 

 

 

   現場 

 

○ 

 

 

 浄化槽法 

 

 

   事務所 

 

○ 

 

 

フロン排出抑制法 

 

 

事務所・現場 

 

 

○ 

 

 

徳島県生活環境保全条例 

 

 

   事務所・現場 

 

 

○ 

 

 

那賀町廃棄物の処理及び清掃に関する

条例 

 

   事務所・現場 

 

 

○ 

 

 

那賀町景観条例 

 

 

   事務所・現場 

 

 

○ 

 

 

環境関連法規制等の順守状況の定期評価の結果、環境法規制等の逸脱はありませんでした。 

また、過去３年間にわたって関係当局による違反の指摘や訴訟もありませんでした。  

 

□ 代表者による全体評価と見直しの結果 

 

令和 3年度の活動は多くの項目が目標値達成となり結果は評価できる。 

燃料の使用量が未達成だが、受注高の増加により使用量も増加と原因が明確である。 

事業活動の中で達成に向け努力し、活動を継続していく。 

 事務用紙の削減項目については昨年の大量購入が達成率に影響しているが、加えてコロナ下に於いて 

受発注者同士の書類のやり取りが“情報共有システム“を介しての業務へと移行するなか、電子媒体や 

システムでの書類作成並びに提出が可能になり、ペーパーレス化や訪問の必要も最小限となり又作業時間

の短縮等、CO2排出量の削減にも繋がっている。 

 次年度に於いては“情報共有システム”のさらなる利用拡大を図り、より効率的な事業活動を行ってい

く。 

 環境経営方針、環境経営目標・計画、実施体制については、見直しはしない。 


